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現
況
届
は
毎
年
６
月
１
日
時
点
で
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
、手
当
を
引
き
続
き
受

け
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　

令
和
４
年
６
月
の
児
童
手
当
制
度
の
変
更
に
よ

り
、公
簿
な
ど
で
現
況
を
確
認
で
き
る
場
合
は
、原

則
現
況
届
の
提
出
が
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、引
き
続

き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

①
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
方

　

②
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な
い
方

　

③
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、住
民
票
の

　
　

住
所
地
が
実
際
の
居
住
市
区
町
村
と
異
な
る
方

　

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施
設
・
里
親
の

　
　

受
給
者

　

⑤
そ
の
他
、赤
平
市
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ
た
方

※
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
赤
平
市
か
ら

※
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
赤
平
市
か
ら

　

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

　

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

※
現
況
届
が
届
い
た
方
は
、現
況
届
を
提
出
し
な
い

※
現
況
届
が
届
い
た
方
は
、現
況
届
を
提
出
し
な
い

　

と
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

　

と
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

　

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

中
学
生

３
歳
か
ら
小
学
校

　
　
　
　

終
了
前

０
歳
か
ら
３
歳
未
満

児
童
の
年
齢
な
ど

第
３
子
以
降

第
１
子
・
第
２
子

　

１
０
，０
０
０
円

１
５
，０
０
０
円

　

１
０
，０
０
０
円

　

１
５
，０
０
０
円

児
童
手
当
の
額

（
１
人
当
た
り
の
月
額
）

　

次
回
の
児
童
手
当
の
定
期
支
給
日
は
、令
和
５
年

６
月
５
日
俄
で
す
。

　

令
和
５
年
10
月
定
期
支
給
か
ら
、支
払
通
知
書
の

送
付
を
廃
止
い
た
し
ま
す
。支
給
日
以
降
に
記
帳
す

る
な
ど
し
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、お
願
い

し
ま
す
。

※
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の
所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の

　

場
合
は
、特
例
給
付
と
し
て
月
額
一
律
５
，０
０
０
円
を
支
給
し

　

ま
す
。

※
第
３
子
以
降
と
は
、高
校
卒
業
ま
で（
18
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初

　

の
３
月
31
日
ま
で
）の
養
育
し
て
い
る
児
童
の
う
ち
、３
番
目
以

　

降
を
い
い
ま
す
。

翌
年
２
月

10
月

６
月

支
給
月

10
月
、11
月
、12
月
、翌
年
１
月
分

　

６
月
、７
月
、８
月
、９
月

分

　

２
月
、３
月
、４
月
、５
月

分

支
給
対
象

<

支
給
月
一
覧>

<

支
給
額>

各
支
払
月
の
５
日
に
支
給
し
ま
す
。

※
転
出
な
ど
で
受
給
資
格
が
消
滅
し
た
場
合
や
、必

　

要
書
類
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
は
、支
給
日
は
右

　

記
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
支
払
日
が
金
融
機
関
の
休
業
日
の
場
合
な
ど
は
、

　

直
前
の
営
業
日
が
振
込
日
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】

　

こ
ど
も
未
来
・
医
療
給
付
係

　
緯
32-

２
２
１
６

児児
童
手
当
に
つ
い
て

手
当
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
支
給
日
な
ど
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
支
給
日
な
ど
に
つ
い
て


